
 

 

令和７年１２月１６日 

 

報 道 機 関 各 位 

 

青森県県土整備部建築住宅課   

 

 

旧むつ松木屋ビルに関して建築基準法の規定による勧告書を発出しました 

 

令和7年12月8日に発生した青森県東方沖地震により、むつ市に所在する旧むつ松木屋

ビルが被災し、外壁の脱落があった件について、建築基準法の規定により所有者に対し

本日付けで下記のとおり勧告書を発出しましたのでお知らせします。 

 

記 

  

１．勧告に至った事由 

   当該建築物が、令和 7年 12 月 8 日に発生した青森県東方沖地震により被災し、外

壁が脱落した。令和 7 年 12 月 16 日時点で、外壁が脱落するおそれのある部分に対

して脱落を防止する措置が取られていない状況であり、そのまま放置されれば通行

人に被害が及ぶ危険性があるなど著しく保安上危険であると認められるため。 

 

２．勧告に係る措置の内容  

   所有者に対し、通行人等に被害が及ばないよう、外壁の脱落を防止する措置、脱

落しても通行人等の安全が確保できる措置又は脱落のおそれのある部分を除却する

措置をとること。 
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